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(57)【要約】
【課題】撮像部による撮像を良好に行うこと。
【解決手段】飲料供給部２２に配置された容器Ｃに対し
て、飲料生成部１１で生成した飲料を供給する飲料供給
装置であって、容器Ｃを撮像部２５で撮像して容器Ｃの
画像情報を取得する画像情報取得手段（２５，３０）を
備え、撮像部２５は、容器Ｃの上面開口Ｃ１の高さレベ
ルよりも低い個所に設置されている。また、常態におい
ては撮像部２５の撮像面２５ａを被覆する一方、画像情
報取得手段が容器Ｃの画像情報を取得する場合に、撮像
面２５ａを露出させるカバー機構２８を備えることが好
ましい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲料供給部に配置された容器に対して、飲料生成部で生成した飲料を供給する飲料供給
装置であって、
　前記容器を撮像部で撮像して該容器の画像情報を取得する画像情報取得手段を備え、
　前記撮像部は、前記容器の上面開口の高さレベルよりも低い個所に設置されたことを特
徴とする飲料供給装置。
【請求項２】
　常態においては前記撮像部の撮像面を被覆する一方、前記画像情報取得手段が前記容器
の画像情報を取得する場合に、前記撮像面を露出させるカバー機構を備えたことを特徴と
する請求項１に記載の飲料供給装置。
【請求項３】
　前記飲料供給部に前記容器が配置されたことを検出する容器検出手段を備え、
　前記カバー機構は、前記容器検出手段が前記容器の配置を検出した場合に、前記撮像面
を露出させることを特徴とする請求項２に記載の飲料供給装置。
【請求項４】
　前記飲料供給部の入口を開閉する開閉扉と、
　前記開閉扉による前記入口の開閉を検知する扉開閉検知部と
　を備え、
　前記カバー機構は、前記扉開閉検知部により前記入口が閉成されたことが検知されたこ
とを条件として、前記撮像面を露出させることを特徴とする請求項２に記載の飲料供給装
置。
【請求項５】
　前記画像情報取得手段は、前記飲料供給部に形成された撮像用開口を通じて前記容器を
撮像部で撮像して該容器の画像情報を取得するものであり、
　前記撮像用開口の上部に庇を設けたことを特徴とする請求項１に記載の飲料供給装置。
【請求項６】
　前記画像情報取得手段は、鏡面に映し出された前記容器を前記撮像部で撮像して該容器
の画像情報を取得することを特徴とする請求項１に記載の飲料供給装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲料供給装置に関し、より詳細には、例えばコンビニエンスストア等の店舗
に設置されるコーヒーマシン等の飲料供給装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばコンビニエンスストア等の店舗には、コーヒーマシン等の飲料供給装置が
設置されている。飲料供給装置は、例えばコーヒー豆挽き及びドリッピングの抽出処理等
の処理を行って飲料を生成し、容器であるカップに対して飲料を供給するものである。
【０００３】
　そのような飲料供給装置では、配置されたカップを撮像するカメラ等の撮像部を備え、
かかる撮像部で撮像することにより取得された画像情報と、メモリに記憶された容器に関
する情報とから容器の種類を判定するものが提案されている（例えば、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－１５９９４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　ところで、上記特許文献１に提案された飲料供給装置では、配置されたカップの上面開
口の高さレベルよりも上方となる個所に撮像部が設置されていた。そのため、カップに対
して飲料を供給する場合に、飲料から生ずる湯気等により撮像部によるカップの撮像を行
うことができない虞れがあった。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みて、撮像部による撮像を良好に行うことができる飲料供給装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る飲料供給装置は、飲料供給部に配置された容
器に対して、飲料生成部で生成した飲料を供給する飲料供給装置であって、前記容器を撮
像部で撮像して該容器の画像情報を取得する画像情報取得手段を備え、前記撮像部は、前
記容器の上面開口の高さレベルよりも低い個所に設置されたことを特徴とする。
【０００８】
　また本発明は、上記飲料供給装置において、常態においては前記撮像部の撮像面を被覆
する一方、前記画像情報取得手段が前記容器の画像情報を取得する場合に、前記撮像面を
露出させるカバー機構を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また本発明は、上記飲料供給装置において、前記飲料供給部に前記容器が配置されたこ
とを検出する容器検出手段を備え、前記カバー機構は、前記容器検出手段が前記容器の配
置を検出した場合に、前記撮像面を露出させることを特徴とする。
【００１０】
　また本発明は、上記飲料供給装置において、前記飲料供給部の入口を開閉する開閉扉と
、前記開閉扉による前記入口の開閉を検知する扉開閉検知部とを備え、前記カバー機構は
、前記扉開閉検知部により前記入口が閉成されたことが検知されたことを条件として、前
記撮像面を露出させることを特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、上記飲料供給装置において、前記画像情報取得手段は、前記飲料供給部
に形成された撮像用開口を通じて前記容器を撮像部で撮像して該容器の画像情報を取得す
るものであり、前記撮像用開口の上部に庇を設けたことを特徴とする。
【００１２】
　また本発明は、上記飲料供給装置において、前記画像情報取得手段は、鏡面に映し出さ
れた前記容器を前記撮像部で撮像して該容器の画像情報を取得することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、画像情報取得手段が、容器を撮像部で撮像して該容器の画像情報を取
得し、その撮像部が容器の上面開口の高さレベルよりも低い個所に設置されているので、
容器に供給される飲料より生ずる湯気等の影響を受ける虞れがなく、撮像部による撮像を
良好に行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態である飲料供給装置の外観構成を示す斜視図である
。
【図２】図２は、本発明の実施の形態である飲料供給装置の制御系を模式的に示すブロッ
ク図である。
【図３】図３は、開閉扉が閉となった状態における要部の横断面図である。
【図４】図４の（ａ）及び（ｂ）は、撮像部と容器との位置関係を示す斜視図であり、図
４の（ｃ）及び（ｄ）は、それぞれ図４の（ａ）及び（ｂ）のカバー機構を示す斜視図で
ある。



(4) JP 2019-196185 A 2019.11.14

10

20

30

40

50

【図５】図５は、撮像部と光源ユニットとの位置関係を示す説明図である。
【図６】図６は、図２に示した制御部が実施する飲料供給制御処理の処理内容を示すフロ
ーチャートである。
【図７】図７は、図６における容器の種類の判定処理の処理内容を示すフローチャートで
ある。
【図８】図８は、本発明の実施の形態である飲料供給装置の変形例の要部を示す説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る飲料供給装置の好適な実施の形態について詳
細に説明する。
【００１６】
　図１及び図２は、それぞれ本発明の実施の形態である飲料供給装置を示すもので、図１
は、外観構成を示す斜視図であり、図２は、制御系を模式的に示すブロック図である。こ
こで例示する飲料供給装置は、例えばコンビニエンスストア等の店舗に設置されるコーヒ
ーマシンであり、例えばコーヒー豆挽き及びドリッピングの抽出処理を行って、例えばカ
ップ等の容器Ｃにコーヒー等の飲料を供給するものである。このような飲料供給装置は、
装置本体１を備えている。
【００１７】
　装置本体１は、本体キャビネット１０及び前面扉２０を備えている。本体キャビネット
１０は、前面が開口した略直方状の形態を成すものである。この本体キャビネット１０の
内部には、飲料（例えばコーヒー）を生成する飲料生成部１１が設けてある。
【００１８】
　前面扉２０は、本体キャビネット１０の前面の開口を閉塞するのに十分な大きさを有す
る扉体である。この前面扉２０は、本体キャビネット１０の前方側一側縁部において、上
下方向に沿って延在する図示せぬ軸部の中心軸回りに揺動可能に設けてあり、本体キャビ
ネット１０の前面の開口を開閉することが可能である。
【００１９】
　かかる前面扉２０は、前面が接客面を構成しており、表示部２１、飲料供給部２２、開
閉扉２３が設けてある。表示部２１は、例えば液晶タッチパネルで構成してあり、各種情
報を表示するとともに、タッチ操作等の入力操作が可能な入力部２１ａを有している。
【００２０】
　飲料供給部２２は、表示部２１の下方側に設けてあり、ノズル２２ａとステージ２２ｂ
とを有している。ノズル２２ａは、飲料生成部１１で生成された飲料を下方に向けて吐出
するものである。ステージ２２ｂは、ノズル２２ａの下方域に設けてある。このステージ
２２ｂは、容器Ｃを載置させるものであり、円弧状のストッパ２２ｃが設けてある。スト
ッパ２２ｃは、ノズル２２ａから吐出された飲料を良好に受容でき、かつ後述する撮像部
２５が良好に画像情報を読み取ることができる所定の情報取得可能領域Ｓを構成するもの
である。
【００２１】
　開閉扉２３は、例えば樹脂等の材料に光の透過を低減させる加工が施されて構成されて
おり、飲料供給部２２の入口２２ｄを覆うのに十分な大きさを有している。ここで光の透
過性を低減させる加工としては、樹脂等で形成されたものに着色したり、シボ加工を行っ
たりすることが挙げられる。または開閉扉２３の外側から内側へは透けて見えるが、内側
から外側へは反射して見られない、いわゆるマジックミラーのような加工が施されたもの
であってもよい。
【００２２】
　そのような開閉扉２３は、左側端部が前面扉２０に軸支されており、前後方向に沿って
揺動可能なものである。つまり、開閉扉２３は、飲料供給部２２に近接離反する態様で前
後方向に沿って揺動可能であり、飲料供給部２２に近接する態様で後方に揺動する場合に
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飲料供給部２２の入口２２ｄを閉成させることが可能であり、飲料供給部２２から離隔す
る態様で前方に揺動する場合に飲料供給部２２の入口２２ｄを開成させることが可能であ
る。
【００２３】
　かかる開閉扉２３は、ガイド片２３ｂを有している。ガイド片２３ｂは、外側に向けて
突となる態様で湾曲する扉本体２３ａの内面の下端部において、該扉本体２３ａの形状に
沿うように突出する態様で設けてある。つまり、ガイド片２３ｂの先端部分は湾曲してい
る。このようなガイド片２３ｂは、ステージ２２ｂに容器Ｃが載置された状態で開閉扉２
３が後方（閉じる方向）に揺動する場合に、容器Ｃの底部に当接して該容器Ｃを情報取得
可能領域Ｓに案内するものである。またガイド片２３ｂは、開閉扉２３が飲料供給部２２
の入口２２ｄを閉成する場合に、図３に示すようにストッパ２２ｃとの間で容器Ｃの底部
を挟み込むものである。
【００２４】
　図２に示すように、飲料供給装置は、容器検出部２４、撮像部２５、扉開閉検知部２６
、扉開閉ロック機構２７、カバー機構２８、光源ユニット２９及び制御部３０を備えてい
る。
【００２５】
　容器検出部２４は、例えば光センサ等により構成されるもので、飲料供給部２２におけ
る容器Ｃの配置の有無、すなわちステージ２２ｂに容器Ｃが載置されたか否かを検出する
ものである。かかる容器検出部２４は、容器Ｃの有無の検出結果を制御部３０に与えるも
のである。
【００２６】
　撮像部２５は、飲料供給部２２に設けられており、例えばＣＭＯＳ（Complementary　M
etal　Oxide　Semiconductor）イメージセンサ等を搭載している。この撮像部２５は、飲
料供給部２２の壁部に形成された撮像用開口２２ｅを通じてステージ２２ｂに載置された
容器Ｃを撮像して該容器Ｃの画像情報を生成するものである。かかる撮像部２５は、生成
した画像情報を制御部３０に与えるものである。
【００２７】
　この撮像用開口２２ｅであるが、図４の（ａ）及び（ｂ）に示すように、ステージ２２
ｂに載置された容器Ｃの上面開口Ｃ１の高さレベルよりも下方に設けてある。そのため、
撮像部２５も、ステージ２２ｂに載置された容器Ｃの上面開口Ｃ１の高さレベルよりも低
い個所に設置してある。
【００２８】
　扉開閉検知部２６は、飲料供給部２２の入口２２ｄの近傍に設けてあり、例えば光セン
サ等で構成されるものである。この扉開閉検知部２６は、開閉扉２３による入口２２ｄの
開閉を検知するものであり、より詳細には、入口２２ｄが閉成、すなわち開閉扉２３が閉
となるか否かを検知するものである。かかる扉開閉検知部２６は、開閉扉２３が閉となる
か否かの検知結果を制御部３０に与えるものである。
【００２９】
　扉開閉ロック機構２７は、飲料供給部２２の入口２２ｄの近傍に設けてある。この扉開
閉ロック機構２７は、入口２２ｄを閉成する開閉扉２３が閉となる状態を保持させて該開
閉扉２３が前方に向けて揺動することを規制するロック状態と、該開閉扉２３が前方に向
けて揺動することを許容する解除状態との間で択一的に切替可能なものである。かかる扉
開閉ロック機構２７の切り替えは、制御部３０から与えられる指令に応じて行われる。
【００３０】
　カバー機構２８は、カバー本体部２８ａとアクチュエータ２８ｂとを有している。カバ
ー本体部２８ａは、図４の（ｃ）及び（ｄ）に示すように、側方から見た場合にコ字状を
成す箱状体であり、上壁部２８１と下壁部２８２とで撮像部２５を挟み込むように配置さ
れている。かかるカバー本体部２８ａは、図４中の回転軸Ｌ回りに回転可能に設けられて
いる。このようなカバー本体部２８ａは、図示せぬカバースプリングに付勢されており、
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常態においては、図４の（ａ）及び（ｃ）に示すように撮像部２５の撮像面２５ａを被覆
している。アクチュエータ２８ｂは、例えばソレノイド等で構成してあり、駆動する場合
に、カバースプリングの付勢力に抗してカバー本体部２８ａを回転させ、図４の（ｂ）及
び（ｄ）に示すように撮像部２５の撮像面２５ａを露出させるものである。
【００３１】
　光源ユニット２９は、飲料供給部２２に設けてあり、光源部材であるＬＥＤ２９ａを内
蔵している。この光源ユニット２９は、ＬＥＤ２９ａが点灯することにより飲料供給部２
２の壁部に形成された光源用開口２２ｆを通じて該飲料供給部２２の内部を照射するもの
である。
【００３２】
　ここで光源ユニット２９と撮像部２５との位置関係について説明する。図５に示すよう
に、撮像部２５は、光源ユニット２９を構成するＬＥＤ２９ａの照射方向ｍ以外の個所に
配置されている。
【００３３】
　制御部３０は、上述した飲料生成部１１、表示部２１、容器検出部２４、撮像部２５、
扉開閉検知部２６、扉開閉ロック機構２７、カバー機構２８及び光源ユニット２９に電気
的に接続してあり、同じく電気的に接続された記憶部３１に記憶されたプログラムやデー
タに従って、これら各部の動作を統括的に制御するものである。この制御部３０は、後述
する容器の種類の判定処理で容器Ｃの種類の判定を行う容器判定処理部（容器判定手段）
３０ａを有している。
【００３４】
　尚、制御部３０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）等の処理装置にプ
ログラムを実行させること、すなわち、ソフトウェアにより実現してもよいし、ＩＣ（In
tegrated　Circuit）等のハードウェアにより実現してもよいし、ソフトウェア及びハー
ドウェアを併用して実現してもよい。
【００３５】
　また記憶部３１は、撮像部２５で生成された画像情報と、容器Ｃの種類との関係を格納
した対応テーブル３１ａを記憶している。
【００３６】
　図６は、図２に示した制御部３０が実施する飲料供給制御処理の処理内容を示すフロー
チャートである。かかる飲料供給制御処理の処理内容を説明しながら飲料供給装置の動作
について説明する。
【００３７】
　この飲料供給制御処理において制御部３０は、容器検出部２４が、容器Ｃが飲料供給部
２２に有ると検出したか否かを判断する（ステップＳ１１０）。すなわち、容器検出部２
４は、容器Ｃがステージ２２ｂに載置されたか否かを検出する。容器Ｃが有ると検出され
た場合（ステップＳ１１０，Ｙｅｓ）、制御部３０は、扉開閉検知部２６の検知結果をも
とに、開閉扉２３が閉であるか否かを判断する（ステップＳ１２０）。一方、容器Ｃが有
ると検出されない場合（ステップＳ１１０，Ｎｏ）、制御部３０は、ステップＳ１１０の
判断処理を繰り返す。
【００３８】
　制御部３０は、上記ステップＳ１２０において開閉扉２３が閉でない場合（ステップＳ
１２０，Ｎｏ）、ステップＳ１２０の判断処理を繰り返す。一方、制御部３０は、開閉扉
２３が閉である場合（ステップＳ１２０，Ｙｅｓ）には、扉開閉ロック機構２７を用いて
開閉扉２３を閉状態にロックし（ステップＳ１５０）、容器の種類の判定処理を実施する
（ステップＳ１４０）。
【００３９】
　図７は、図６における容器の種類の判定処理の処理内容を示すフローチャートである。
この容器の種類の判定処理において制御部３０は、光源ユニット２９を構成するＬＥＤ２
９ａを点灯させるとともに、カバー機構２８のアクチュエータ２８ｂを駆動させる（ステ
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ップＳ１４１，ステップＳ１４２）。これにより、飲料供給部２２の内部はＬＥＤ２９ａ
に照射されるとともに、カバー本体部２８ａがカバースプリングの付勢力に抗して回転し
て撮像部２５の撮像面２５ａを露出させる。つまり、撮像部２５は、撮像用開口２２ｅを
通じての撮像が可能になる。制御部３０は、撮像部２５を通じて読み取られて生成された
画像情報を取得する（ステップＳ１４３）。
【００４０】
　そして制御部３０は、容器判定処理部３０ａを通じて記憶部３１より対応テーブル３１
ａを読み出し（ステップＳ１４４）、画像情報と対応テーブル３１ａとにより容器Ｃの種
類を判定する（ステップＳ１４５）。より詳細には、画像情報から数値化した数値化情報
における容器Ｃの形状等と対応テーブル３１ａにおける数値化情報とが一致するか否かを
判断し、一致した容器Ｃの種類を判定する。
【００４１】
　このようにして容器Ｃの種類を判定した制御部３０は、アクチュエータ２８ｂを駆動停
止にさせるとともに、ＬＥＤ２９ａを消灯させる（ステップＳ１４６，ステップＳ１４７
）。これにより、カバー本体部２８ａはカバースプリングの付勢力のみが作用して回転し
て撮像部２５の撮像面２５ａを被覆し、飲料供給部２２の照射が終了する。そして、制御
部３０は、その後に手順をリターンさせて今回の容器の種類の判定処理を終了する。
【００４２】
　そのようにして容器の種類の判定処理を実施した制御部３０は、表示部２１に対して、
上述したステップＳ１４０で判定した種類の容器Ｃに対応した飲料、すなわち供給すべき
飲料の表示と、確認の文言が表示された入力部２１ａのタッチを案内する案内表示を行う
（ステップＳ１５０）。
【００４３】
　その後、制御部３０は、入力部２１ａがタッチされたか否かを判断する（ステップＳ１
６０）。入力部２１ａがタッチされない場合（ステップＳ１６０，Ｎｏ）、制御部３０は
、ステップＳ１６０の判断処理を繰り返す。一方、入力部２１ａがタッチされた場合（ス
テップＳ１６０，Ｙｅｓ）、制御部３０は、飲料生成部１１に対して、供給する飲料の生
成及び供給の処理を行わせる（ステップＳ１７０）。その後、制御部３０は、飲料生成部
１１による飲料供給が終了したか否かを判断する（ステップＳ１８０）。飲料供給が終了
していない場合（ステップＳ１８０，Ｎｏ）には、制御部３０は、ステップＳ１７０に戻
って飲料の生成及び供給の処理を続行する。一方、飲料供給が終了した場合（ステップＳ
１８０，Ｙｅｓ）には、制御部３０は、扉開閉ロック機構２７による開閉扉２３の閉状態
のロックを解除し（ステップＳ１９０）、その後に手順をリターンして今回の飲料供給制
御処理を終了する。
【００４４】
　以上説明したように、上記飲料供給装置においては、撮像部２５及び制御部３０が容器
Ｃの画像情報を取得する情報取得手段を構成している。
【００４５】
　そして飲料供給装置によれば、撮像部２５がステージ２２ｂに載置された容器Ｃの上面
開口Ｃ１の高さレベルよりも低い個所に設置してあるので、ノズル２２ａから容器Ｃに吐
出される飲料より生ずる湯気等の影響を受ける虞れがなく、撮像部２５による撮像を良好
に行うことができる。
【００４６】
　上記飲料供給装置によれば、カバー機構２８が、常態においては撮像部２５の撮像面２
５ａを被覆する一方、撮像部２５が撮像する場合に該撮像面２５ａを露出させるので、撮
像面２５ａが飲料等により汚れてしまうことを抑制でき、これによっても撮像部２５によ
る撮像を良好に行うことができる。
【００４７】
　上記飲料供給装置によれば、飲料供給口の入口２２ｄを開閉する開閉扉２３が光の透過
を低減させる加工が施されて構成されているので、撮像部２５で撮像して容器Ｃの画像情



(8) JP 2019-196185 A 2019.11.14

10

20

30

40

50

報を取得する際に、店舗の照明等の外部光源の影響を受けることを抑制して誤判定が生ず
ることを防止し、容器Ｃの種類の判定の精度向上を図ることができる。
【００４８】
　上記飲料供給装置によれば、開閉扉２３が閉となって飲料供給部２２の入口２２ｄが閉
成された状態でＬＥＤ２９ａが点灯して飲料供給部２２の内部を照射するので、撮像部２
５により良好な画像情報の取得が可能になり、誤判定が生ずることを防止することで、容
器Ｃの種類の判定の精度向上を図ることができる。
【００４９】
　上記飲料供給装置によれば、撮像部２５が光源ユニット２９を構成するＬＥＤ２９ａの
照射方向ｍ以外の個所に配置されているので、容器Ｃが透明な材質により形成されていな
いときには、該容器Ｃにより影となる部分を撮像することができる一方、容器Ｃが透明な
材質により形成されているときには、該容器Ｃにより影となる部分を撮像することができ
ない。つまり、撮像する範囲における影の有無で容器Ｃの種類を判定することが可能にな
り、判定の精度向上を図ることができる。
【００５０】
　上記飲料供給装置によれば、開閉扉２３のガイド片２３ｂが、開閉扉２３が後方に揺動
する場合に、容器Ｃの底部に当接して該容器Ｃを情報取得可能領域Ｓに案内し、更に開閉
扉２３が飲料供給部２２の入口２２ｄを閉成するときにストッパ２２ｃとの間で容器Ｃの
底部を挟み込んで情報取得可能領域Ｓに配置させるので、良好な画像情報の取得が可能に
なり、誤判定が生ずることを防止することで、容器Ｃの種類の判定の精度向上を図ること
ができる。
【００５１】
　上記飲料供給装置によれば、飲料生成部１１による飲料の供給が行われている間は、開
閉扉２３をロックしているので、利用者が火傷等してしまうことを防止することができる
。
【００５２】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、種々の変更を行うことができる。
【００５３】
　上述した実施の形態では、容器Ｃの画像情報を取得して容器Ｃの種類の判定を行ってい
たが、必要に応じて、各種センサ等を通じて容器の高さ情報や温度情報、色情報等の情報
を取得して容器の種類の判定を行ってもよい。
【００５４】
　上述した実施の形態では、撮像部２５が撮像用開口２２ｅを通じて容器Ｃを撮像してい
たが、本発明においては、図８に示すように、撮像用開口２２ｅの上部に庇４０を設けて
もよい。これによれば、容器Ｃに飲料を供給する際に飲料が飛散することで撮像部２５の
撮像面２５ａが汚れてしまうことを回避することができる。または撮像部２５の撮像面２
５ａを定期的に拭き取るワイパーのような部材を設けてもよい。
【００５５】
　上述した実施の形態では、撮像部２５で容器Ｃを撮像していたが、本発明においては、
鏡面に映し出された容器を撮像部で撮像することで該容器の画像情報を取得してもよい。
【００５６】
　上述した実施の形態では、ガイド片２３ｂが、開閉扉２３が飲料供給部２２の入口２２
ｄを閉成する場合に、ストッパ２２ｃとの間で容器Ｃの底部を挟み込んで情報取得可能領
域Ｓに配置させていたが、本発明においては、ガイド片が、ストッパと容器を挟み込む必
要はなく、開閉扉が閉じる方向に揺動する場合に、容器の底部に当接して該容器を情報取
得可能領域に案内するだけでもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　　　１　装置本体
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　　１０　本体キャビネット
　　１１　飲料生成部
　　２０　前面扉
　　２１　表示部
　２１ａ　入力部
　　２２　飲料供給部
　２２ａ　ノズル
　２２ｂ　ステージ
　２２ｃ　ストッパ
　２２ｄ　入口
　　２３　開閉扉
　　２４　容器検出部
　　２５　撮像部
　　２６　扉開閉検知部
　　２７　扉開閉ロック機構
　　２８　カバー機構
　２８ａ　カバー本体部
　２８ｂ　アクチュエータ
　　２９　光源ユニット
　２９ａ　ＬＥＤ
　　３０　制御部
　３０ａ　容器判定処理部
　　３１　記憶部
　３１ａ　対応テーブル
　　　Ｃ　容器
　　　Ｓ　情報取得可能領域
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